
（参考２）

関係法令抜粋

○職業安定法

厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着第５４条

させることによって生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導

することができる。

○職業安定法施行規則

第３５条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有

効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。

２ 学校（小学校及び幼稚園を除く 、専修学校、職業能力開発促進法第１５条。）

の６第１項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校（以下この条において

「施設」と総称する ）を新たに卒業しようとする者（以下この項において「新。

次の各号のいずれかに該当す規学卒者」という ）を雇い入れようとする者は、。

る場合においては、あらかじめ、公共職業安定所又は施設の長（業務分担学校長

及び法第３３条の２第１項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限

る。第４項において同じ ）にその旨を通知するものとする。。

一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき（厚生労働

大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあっては、厚生労働

大臣が定める場合に限る 。。）

新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又二

は通知した後 当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間 次、 （

号において「内定期間」という ）に、これを取り消し、又は撤回するとき。。

三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。

公共職業安定所長は、前項の規定による通知及び次項の規定による連絡の内容３

を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。

４ 施設の長は、第２項の規定による通知を受けた場合には、その内容を公共職業

安定所に連絡するものとする。

法第５４条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定５

、 。める計画並びに具体的援助要項に基づき 職業安定組織がこれを行うものとする

６ 職業安定組織が前項の指導を行うに当たっては、労働争議に介入し、又は労働

協約の内容に関与してはならない。
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